
議案第４４号 

 

北名古屋市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部改正

について 

 

北名古屋市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例を別紙のとおり定めるものとする。 

 

平成２９年８月３０日提出 

 

              北名古屋市長 長 瀬  保 

 

 

提案理由 

 

この案を提出するのは、市民の公共施設の使用において、各施設におけ

る使用条件の均衡と施設使用に係る市民負担の公平性を図ることを目的に

使用料等を改めるため、本条例の一部を改める必要があるからである。 



   北名古屋市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改 

正する条例 

 

 北名古屋市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例（平成１８年北

名古屋市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第１０条関係） 

備考 超過時間は、１時間を限度とし、「超過１時間につき」の欄の使用

料の算定について、１時間未満の使用であっても１時間に切り上げる

ものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の北名古屋市学習等供用施設の設置及び管理に

関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、この条例の施

行の日（以下「施行日」という。）以後の施設の使用に係る使用料につ

名称 

使用区分 

室名 

午前９時～

正午 

午後１時～

午後５時 

午前９時～

午後５時 

超過１時間

につき  

北名古屋

市高田寺

学習等供

用施設 

休養室 

円 

１８０ 

円 

２４０ 

円 

３６０ 

円 

７０ 

学習室 
４２０ ５６０ ８２０ １８０ 

集会室 ８１０ １，０８０ １，６２０ ３５０ 

北名古屋

市鹿田学

習等供用

施設 

休養室 
２３０ ３１０ ４７０ ９０ 

学習室 ２７０ ３６０ ５４０ １１０ 

集会室 １，１１０ １，４８０ ２，２２０ ４８０ 



いて適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前

の例による。 

 （準備行為） 

３ 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前にお

いても、行うことができる。 

 


